
時期（開始日） 本市の主な取組 【参考】 国・県の主な働き
波
目
安

緊急事態
宣言等

（福岡県
対象）

令
和
2
年

1月 15日 【国】国内で初の感染者を確認

30日「北九州市新型コロナウイルス感染症警戒本部」の設置 【国】閣議決定により、「新型コロナ
ウイルス感染症対策本部（政府対
策本部）」を設置

【県】「福岡県新型コロナウイルス感
染症対策本部」を設置

31日「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を開設

2月 1日「新型コロナウイルス専用ダイヤル」の設置
→2月7日～「帰国者・接触者相談センター」に位置付け

16日「北九州マラソン2020」を開催
（中国在住エントリー者に参加自粛要請）

17日「北九州市新型コロナウイルス感染症対策本部」の設置

20日 【県】福岡県内で初の感染者を確認

21日 大規模イベントの中止・延期を含む「北九州市イベント開
催に関する基本方針」を決定

25日 【国】「新型コロナウイルス感染症対
策の基本方針」を決定

28日 市有施設の臨時休館の決定・開始（観光・文化施設等78
施設）

3月 1日 本市で初の感染者を確認

2日 市立学校（小・中・特別支援学校・高等学校）の一斉休校
（一部を除いて5月24日まで）

3日 北九州市議会休会（～ 15日）

9日「事業者向けワンストップ相談窓口」を小倉・戸畑に開設 第
1
波14日 【国】改正新型インフルエンザ等対

策特別措置法（以下、「特措法」とい
う。）を施行

23日 社会福祉協議会による「緊急小口資金」の受付開始
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令
和
2
年

3月 24日 市営住宅の一時入居・家賃の減免・徴収猶予相談受付開
始

第
1
波

26日 【国】特措法に基づく政府対策本部
を設置

28日 【国】「新型コロナウイルス感染症対
策の基本的対処方針」を決定

4月 1日 本市で初のクラスター疑い事例の発生

「住居確保給付金」制度の対象者を拡充

2日 北九州応援マッチングサイト「我らキタキュウサポーターズ」
を開設

4日 第１回福岡県と市町村等による緊急トップ会議の開催

7日 「緊急事態宣言」発出（福岡県対
象）

緊
急
事
態
宣
言

13日 市内初の宿泊療養施設が開設（東横イン北九州空港）

15日「北九州市新型コロナウイルス相談ナビダイヤル」の設置

16日「テレワーク推進北九州応援プラン」の開始

「ふるさと北九州市応援寄附金（個人版ふるさと納税）」
の寄附使い道に【新型コロナウイルス感染症対策】を追加
し、寄附の受付を開始

20日「教育委員会新型コロナウイルス感染症対策本部及び事
務局」を設置

「新型コロナウイルスに関する事業者向けワンストップ相談
窓口」を黒崎に開設

24日 宿泊療養施設への職員の派遣を開始

27日 西日本総合展示場に寄付物資受入センターを立ち上げ

北九州市役所本庁舎の入庁制約を開始

30日「夏に行く券（第１弾）」の支援募集開始（7月１日～チケッ
ト利用開始）

5月 1日「特別定額給付金」オンライン申請を開始

「緊急短期雇用創出事業」による名簿登録を開始

「我がまち思いやりデリバリー事業」の受付開始

2日 ドライブスルー方式「北九州市PCR検査センター」を開設

「デリキタ」飲食店登録及びデリバリーサービスを開始

「医療従事者への支援のための緊急保育事業」を開始

7日 市内3カ所の就業支援施設に新型コロナウイルスに関連
した解雇・雇止め等の相談窓口を設置

8日「民間文化施設等事業者緊急支援事業助成金」の募集
開始

10日「休業要請等賃借料緊急支援金」の受付開始

14日 「緊急事態宣言」解除（福岡県対
象）※延長期間を含む

15日「5つの行動目標」の策定

「北九州市応援寄附金（GCF）」による寄附の受付開始

18日「持続化緊急支援金」の受付開始

「新型コロナウイルス感染症医療・福祉施設特別給付金」
の受付開始
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令
和
2
年

5月 25日「アーティスト等緊急支援事業」の募集開始 第
1
波29日 【県】北九州市内の感染者増加を受

け、北九州市民に対し、不要不急の
外出自粛を要請（6月1日～ 18日）

6月 1日「新しい生活様式の店舗助成事業」の受付開始

4日「夏に行く券（第２弾）」の支援募集開始（8月1日～チケッ
ト利用開始）

10日「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」の支給開
始（順次）

14日「北九州市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」
を開催（14日、16日）

18日「新型コロナウイルス感染症対策子ども専門家チーム
（CCAT）」を立ち上げ

「令和2年度北九州市医療・介護等従事者宿泊支援事
業」を開始

19日 【国】新型コロナウイルス接触確認
アプリ「COCOA」の運用開始

7月 1日「北九州市宿泊モニターキャンペーン」の販売開始

6日「感染防止対策取組店」制度の開始

テイクアウト物件等の道路設置基準の緩和

16日 文化事業再開支援として、「施設使用料半額を補助」を実
施

19日 学校一斉のPCR検査を実施

22日 【国】「Go To トラベル」開始

8月 1日「北九州市文化芸術活動再開支援助成金」の受付開始

3日 【県】病床確保計画を策定

5日 「福岡コロナ警報」発動 福
岡
コ
ロ
ナ
警
報

7日 【県】感染防止宣言ステッカー制度
の開始

第
2
波

11日「令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金」の支給開始
（順次）

19日 濃厚接触者の自宅での検体採取を開始

20日 MICE開催助成金「感染症対策特別支援制度」を創設

9月 14日 市内医療機関で行政検査を開始

16日 新しい生活様式の店舗助成事業（制度拡充）の受付開始

28日 出産間近の妊婦を対象に「無料PCR検査」を実施

10月 1日「北九州観光トクトクプラン」の販売開始 【国】「Go To Eat（イート）」オンライ
ン予約開始

7日「北九州の魅力再発見キャンペーン」の販売開始

8日 「福岡コロナ警報」解除

11日「第15回 皿倉山健康ウオーク」を開催

11月 1日「地元の逸品支援事業 ～贈ってふるさと自慢！～（お歳
暮）」の販売開始

6日「産学官連携サポート事業相談窓口」の設置

14日「わっしょい百万夏まつり」を初のオンライン開催
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令
和
2
年

11月 27日 北九州高齢者福祉事業協会と「感染症発生時における
職員の派遣に関する協定」を締結

12月 9日 【国】改正予防接種法を施行

12日 「福岡コロナ警報」発動 福
岡
コ
ロ
ナ
警
報

24日 高齢者・障害者施設を対象としたPCR検査を実施

28日 【国】全国的な感染拡大により、「Go 
To トラベル」全国一律停止

第
3
波

31日 年末年始に当番医制を導入（～令和3年1月3日）

市立学校における1人1台端末の前倒し整備完了

令
和
3
年

1月 10日「令和3年北九州市成人式」を開催

12日「テレワーク等推進プラン」を開始

13日「結婚式場における感染症対策事業」を開始

14日 福岡県を「緊急事態措置」の対象
区域に追加

緊
急
事
態
措
置

21日「新型コロナウイルスワクチン接種推進本部」の設置

31日 北九州市議会議員一般選挙

2月 13日「春にいく券」の支援募集開始（3月22日～チケット利用
開始）

【国】改正特措法及び改正感染症
法の施行

22日 陽性者外来の運用開始

23日 ワクチン集団接種シミュレーションの実施

28日 「緊急事態措置」解除（福岡県対
象）※延長期間を含む

3月 1日 ワクチンコールセンター及び相談窓口の開設

飲食店における二酸化炭素濃度測定器の購入費助成事
業の受付開始

「学生応援給付金（第1期）」の募集開始

25日「中小事業者一時支援金」の受付開始

4月 1日 MICE開催助成金「ハイブリッド型会議特別支援制度」を
創設

12日 住民接種を開始（民生委員等への先行接種）

19日「学生応援給付金（第2期）」の募集開始

高齢者施設でのワクチン接種を開始

28日「令和3年度子育て世帯生活支援特別給付金」の支給
開始（順次）

5月 7日 市内２つ目の宿泊療養施設が開設（JR九州ホテル小倉）　

10日「テレワーク等推進プラン」の開始

12日 市内全域での集団接種を開始（1・2回目接種） 福岡県を「緊急事態措置」の対象
区域に追加

緊
急
事
態
措
置

15日「ｄボタン広報誌」の運用開始 第
4
波28日 自宅療養者に対する食料品等支援を開始

6月 1日「地元の逸品支援事業～贈ってふるさと自慢！ ～（お中
元）」の販売開始

「北九州市文化芸術活動再開支援助成金」の受付開始
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令
和
3
年

6月 6日「東アジア文化都市北九州2020▶21交流式典」を開催
（当初「開幕式典」として予定していたもの）

第
4
波

緊
急
事
態
措
置

福
岡
コ
ロ
ナ
警
報

12日「夏にいく券」の支援募集開始（8月1日～チケット利用開
始）

18日「家賃等賃借料支援金（5・6月分）」の受付開始

20日 「緊急事態措置」解除（福岡県対
象）※延長期間を含む
→「まん延防止等重点措置」へ移行
(6月21日～ )

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置

21日 プレミアム付きキャッシュレス商品券「paycha」の利用開始
（１回目）※発行支援

22日 自宅療養者に対する往診・訪問看護体制を整備

24日 医療機関でのワクチン個別接種の受付開始

25日「中小事業者月次支援金（5・6月分）」の受付開始

28日「宿泊施設等改修支援事業」の受付開始

7月 1日 市内約300医療機関で個別接種を開始（1・2回目）

困難を抱える女性に寄り添う緊急支援事業（ＮＰＯ法人等
による支援）を開始

5日 東京オリンピック事前キャンプの実施（コロンビア）（～ 20
日）

8日「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の
受付開始

「福岡コロナ警報」解除

9日 保育士・教職員等への優先接種を開始（1・2回目）

11日 「まん延防止等重点措置」解除（福
岡県対象）

15日 【県】福岡コロナ警報の見直しを発
表

（「福岡コロナ特別警報」の創設）

16日 【県】飲食店を対象とした「福岡県感
染防止認証制度」の申請受付開始

23日 東京オリンピックの開催（～ 8月8日）

28日 「福岡コロナ警報」発動 福
岡
コ
ロ
ナ
警
報

【県】来福者等を対象とした無料の
PCR検査を開始

8月 2日「中小事業者月次支援金（7月分）」の受付開始 「まん延防止等重点措置」発出（福
岡県対象）

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置

5日 「福岡コロナ特別警報」発動 福
岡
コ
ロ
ナ
特
別
警
報

11日 女性のための寄り添いホットライン（コロナ禍における緊急
電話相談窓口）を開設

15日 東京パラリンピック事前キャンプの実施（ドイツ）（～ 19日）

第
5
波

19日 学校における陽性判明時の対応を「一斉休校」から「学
級閉鎖」へ変更（学級一斉PCR検査の実施）

「まん延防止等重点措置」解除（福
岡県対象）
→「緊急事態措置」へ移行（8月20
日～）

24日 東京パラリンピックの開催（～ 9月5
日）

緊
急
事
態
措
置

9月 1日「中小事業者月次支援金（8月分）」の受付開始

5日「わっしょい百万夏まつり」を2年連続でオンライン開催
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令
和
3
年

9月 15日「家賃等賃借料支援金（8・9月分）」の受付開始 第
5
波

緊
急
事
態
措
置

福
岡
コ
ロ
ナ
特
別
警
報

28日 妊婦を対象とした分娩前PCR検査費用の助成を開始

30日 「緊急事態措置」解除（福岡県対
象）※延長期間を含む

「福岡コロナ特別警報」解除
→「福岡コロナ警報」へ移行（10月1
日～）

10月 1日「中小事業者月次支援金（9月分）」の受付開始 福
岡
コ
ロ
ナ
警
報

3日 学校感染拡大防止対策事業の実施

7日「世界洋上風力サミット2021」を開催（～ 8日）

14日 「福岡コロナ警報」解除

15日「北九州で食べてミール券」の利用開始

「魅力満喫パスポート」の利用開始

「北九州市宿泊モニターキャンペーン」の販売開始

18日「第50回世界体操競技選手権」を開催（～ 24日）

21日 プレミアム付きキャッシュレス商品券「paycha」の利用開始
（2回目）※発行支援

27日「第38回世界新体操選手権」を開催（～ 31日）

11月 1日「中小事業者月次支援金（10月分）」の受付開始

15日 市内3つ目の宿泊療養施設が開設（コンフォートホテル小
倉）

28日「東アジア文化都市北九州2020▶21閉幕式典」を開催

12月 1日 医療従事者へのワクチン接種を開始（3回目）

23日「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金」の支給開
始（順次）

24日 【県】無症状者を対象とした無料検
査を開始

29日 年末年始に当番医制を導入（～令和4年1月3日）

令
和
4
年

1月 8日 住民接種を開始（主に先行接種者（3回目））

9日「令和4年北九州市成人式」を開催

11日 高齢者施設でのワクチン接種を開始（3回目）

14日 【国】オミクロン株の濃厚接触者の
待機期間を見直し（14日間→10日
間）

17日 自宅療養者に対するオンライン診療及び薬の配達を実施

20日 「福岡コロナ警報」発動 福
岡
コ
ロ
ナ
警
報24日 全市民センターにワクチン予約専用窓口を開設 第

6
波27日 「まん延防止等重点措置」発出（福

岡県対象）
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置

福
岡
コ
ロ
ナ
特
別
警
報

「福岡コロナ特別警報」発動

28日 【国】オミクロン株の無症状病原
体保有者の療養解除基準を見直し

（10日間→7日間）

【国】オミクロン株の濃厚接触者の
待機期間を見直し（10日間→7日
間）
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令
和
4
年

1月 31日「テレワーク等推進プラン」の開始 第
6
波

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置

福
岡
コ
ロ
ナ
特
別
警
報

2月 5日 市内全域での集団接種を開始（3回目）

7日 市内約300医療機関で個別接種を開始（3回目）

2月 10日 【県】後遺症診療相談窓口を開設

28日「北九州市PCR検査センター」を閉鎖

3月 5日 小児（5 ～ 11歳）ワクチン接種を開始（1・２回目）

6日 「まん延防止等重点措置」解除（福
岡県対象）※延長期間を含む

「福岡コロナ特別警報」解除
→「福岡コロナ警報」へ移行（3月7
日～）

18日 プレミアム付きキャッシュレス商品券「paycha」の利用開始
（3回目）※発行支援

福
岡
コ
ロ
ナ
警
報

20日「平尾台クロスカントリー 2022」を開催

4月 8日「北九州安全・安心の旅行応援事業」の受付開始

5月 15日「第17回 皿倉山健康ウオーク」を開催

20日 【国】「マスクの着用の考え方及び
未就学児の取扱い」を提示

21日「門司みなと祭」を開催（～ 22日）

28日 住民接種を開始（主に医療従事者（4回目））

31日「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金」の支給
開始（順次）

「福岡コロナ警報」を解除

6月 5日「とばた菖蒲まつり」を開催

10日 【国】外国人観光客の入国制限を見
直し

12日「若松あじさい祭り」を開催

13日 高齢者施設でのワクチン接種を開始（4回目）

7月 1日「おでかけ応援事業（市内公共施設の無料化）」の実施

6日 「福岡コロナ警報」を発動 福
岡
コ
ロ
ナ
警
報

12日 全市民センターにワクチン予約専用窓口を開設

15日「小倉祇園太鼓」を開催（～ 17日）

16日 市内全域での集団接種を開始（4回目）

19日 市内約300医療機関で個別接種を開始（4回目）

22日「黒崎祇園山笠」を開催（～ 25日）
第
7
波

「福岡コロナ特別警報」を発出 福
岡
コ
ロ
ナ
特
別
警
報

8月 6日「わっしょい百万夏まつり」を開催（～ 7日）

8日 【県】重症化リスクの低い有症状者
を対象に抗原定性検査キットの配
布・陽性者登録事業を開始（「キット
配布・陽性者登録センター」の設置）

13日「関門海峡花火大会」を開催

9月 7日 【県】確保病床数が2,000床に到達

【国】自宅療養基準解除を見直し
（有症状者：10日間→7日間等）

242



第19章　新型コロナウイルス感染症  年表

令
和
4
年

9月 13日 「福岡コロナ特別警報」を解除
→「福岡コロナ警報」へ移行（9月14
日～）

第
7
波

福
岡
コ
ロ
ナ
特
別
警
報

16日 プレミアム付きキャッシュレス商品券「paycha」の利用開始
（4回目）※発行支援

福
岡
コ
ロ
ナ
警
報

24日 小児（5 ～ 11歳）ワクチン接種を開始（3回目）

26日 【国】全国一律で陽性者の発生届
出の見直し（全数届出の見直し）

【県】健康フォローアップセンターを
整備

27日 感染者数等の公表資料を見直し

28日「オミクロン株対応ワクチン」の接種開始

10月 5日 「福岡コロナ警報」を解除

23日「若戸大橋ウォーキング」を開催

11月 1日「北九州歓迎割」クーポンの配布開始

5日「まつり起業祭八幡2022」を開催（～ 6日）

11日「令和４年度子育て世帯生活支援特別給付金（市独自給
付分）」の支給開始（順次）

14日 乳幼児（6ヵ月～ 4歳）個別接種を開始（１回目）

第
8
波

21日 【県】「オミクロン株に対応した福岡
コロナ警報（福岡オミクロン警報）」
を新設

12月 1日 「福岡オミクロン警報」を発出 福
岡
オ
ミ
ク
ロ
ン
警
報

9日 【国】「感染症の予防及び感染症の
患者に対する医療に関する法律等
の一部を改正する法律」を公布

21日 【県】「自宅療養者オンライン診療セ
ンター」、「ふくおか発熱外来検索サ
イト」の運用開始

30日 年末年始に当番医制を導入（～令和5年1月3日）

令
和
5
年

1月 8日「令和５年二十歳の記念式典」を開催

2月 5日 北九州市長選挙

13日 「福岡オミクロン警報」を解除

19日「北九州マラソン2023」を開催

3月 13日 【国】マスク着用の考え方の見直し
（マスク着用の判断が個人に委ねる
ことを基本とした）

19日「平尾台クロスカントリー 2023」を開催

20日 プレミアム付きキャッシュレス商品券「paycha」の利用開始
（５回目）※発行支援

4月 1日 小児（5 ～ 11歳）の「オミクロン株対応ワクチン」の接種
開始

21日 【県】医療提供体制の「移行計画」
の策定

5月 8日 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「５類感染症」に変更

8日 令和５年春開始接種を開始（高齢者・基礎疾患のある方、
医療従事者等）

【国】基本的対処方針、業種別ガイ
ドラインを廃止
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